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資料３－２ 



生態系維持回復事業計画の決定 

①目標   

②対象区域  

③事業内容(例) 

・シカの捕獲や侵入防止柵の設置  

・他地域から侵入してきた外来植物の駆除  

・動植物の生息状況等に関する調査・モニタリング 

・普及啓発 等 

生態系維持回復事業を連携して実施 

自然公園法の
個別の許可は
不要に！ 

 

 

 

規制計画 

生態系維持回復事業計画 

事業計画 

公園計画 

地方公共団体 
 

 

 

民間 
 

 

 

環境大臣等による確認・認定 

国 
 

 

 

人為の影響をコントロール 

保護・利用のための施設の配置 生態系の維持回復のための管理を導入 

シ
カ
や
オ
ニ
ヒ
ト
デ
等
に
よ
る
食
害
の
深
刻
化
等
に
よ
り
、
お
花
畑

や
湿
原
、
サ
ン
ゴ
礁
と
い
っ
た
国
立
・国
定
公
園
内
の
生
態
系
が
衰
退

し
、
優
れ
た
自
然
の
風
景
地
が
損
な
わ
れ
て
い
る 

生態系維持回復事業について 

公園事業の決定 
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施設計画 

    予防的・順応的な対策実施 

 役割分担の整理・明確化 

 目標とロードマップの共有 



生態系維持回復事業計画の策定状況 平成26年1月現在 

国立公園名 計画名 計画期間 策定者 対策対象 

知床 知床生態系維持回復事業計画 H22.10.21      
       ～ 
H27. 3.31 

環境省 
農林水産省 

シカ 
 

尾瀬 尾瀬生態系維持回復事業計画 
 

H22.10.21      
       ～ 
H26. 3.31 

環境省 
農林水産省 

シカ 

白山 白山生態系維持回復事業計画 
 

H23.1.25      
       ～ 
H27. 3.31 

環境省 
農林水産省 
国土交通省 

外来植物 

南アルプス 南アルプス生態系維持回復事業計画 
 

H23. 9.30      
       ～ 
H28. 3.31 

環境省 
農林水産省 

シカ 

霧島錦江湾 霧島生態系維持回復事業計画 
 

H24. 3.16      
       ～ 
H28. 3.31 

環境省 
農林水産省 

シカ 

屋久島 屋久島生態系維持回復事業計画 
 

H24.3.16      
       ～ 
H28. 3.31 

環境省 
農林水産省 

シカ 

阿寒 
 

阿寒生態系維持回復事業計画 H25.3.12      
       ～ 
H29. 3.31 

環境省 
農林水産省 

シカ 

阿寒 オンネトー湯の滝生態系維持回復事業
計画 

H25.3.12     
       ～ 
H29. 3.31 

環境省 外来魚 
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尾瀬国立公園の概要 

 指定 平成19年８月30日 

 面積 37,200ha 
 

 特色 
 本州最大の高層湿原と山岳景観 
 植生は、山地帯、亜高山帯、高山帯、
湿原植生、拠水林、お花畑等 

 野生動物は、ツキノワグマ、カモシカ等
の大型哺乳類をはじめ多様な動物相 
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栃木県 

福島県 
新潟県 

群馬県 

燧ヶ岳 
尾瀬ヶ原と燧ヶ岳 



 掘り起こし等による湿原の裸地化 
 食害による湿原・森林植生への影響 

掘り起こし ニッコウキスゲ（実）の食痕 

尾瀬国立公園のシカによる被害状況 
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尾瀬生態系維持回復事業計画の概要 

 共同策定省庁 農林水産省、環境省 
 事業の期間 

  平成26年4月1日～下記目標が達成されるまで 
     [ 5年を目途に目標の達成状況等の 
                                総括的な検証・評価を実施 ] 
 事業の目標 

   ニホンジカの防除等により、湿原生態系及び森林生    
    態系への影響の低減を図り、尾瀬国立公園の原生 
    的な生態系の維持又は回復を図ること 
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尾瀬生態系維持回復事業計画の概要 

 事業の区域  尾瀬国立公園全域 
 事業の内容  
  ①生態系の状況の把握及び監視 
  ②生態系の維持・回復に支障を及ぼすおそれのある 
   動植物の防除 
  ③動植物の生息環境又は生育環境の維持・改善 
  ④生態系の維持・回復に資する普及啓発 
  ⑤前各号に掲げる事業に必要な調査等に関する事業 
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尾瀬生態系維持回復事業実施のための枠組み 

 会議  「尾瀬国立公園シカ対策協議会」 
       「尾瀬国立公園シカ対策アドバイザー会議」 
 関係機関・団体で構成される「尾瀬国立公園シカ対策協議会」等において調査
・モニタリング、捕獲等の対策結果について情報共有を図り、連携・協力して対策
を実施。また、専門家により構成される「尾瀬国立公園シカ対策アドバイザー会
議」等において、対策の結果について、専門家から評価や助言・指導を受け、対
策に随時反映し実施。 
  事務局は、関東地方環境事務所 

 計画  「尾瀬国立公園シカ管理方針」 
             * 尾瀬国立公園シカ対策協議会において決定。 

       「鳥獣保護事業計画」（作成主体：各県） 

       「特定鳥獣保護管理計画」 （作成主体：各県） 

              「鳥獣被害防止計画」 （作成主体：各市町村） 
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これまでの実施状況と成果 ① 

①生態系の状況の把握及び監視 

 植生被害のモニタリング 
   調査ルート沿いの対象植物種の出現本数及び被食量の推移 

   裸地面積の推移把握 

   裸地の植生遷移のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

 

 シカの行動・増減の把握   
   ＧＰＳ追跡による季節移動経路の把握 

   ライトセンサス調査 

   自動撮影カメラ等によるニホンジカの行動変化及び個体数調査 
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植物種ごとの出現本数・被食量および被食率の推移（H23～H24） 

この２年間では、出現本数が著しく減少した種や、被食率が著し
く増加した種は見られない。 
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植生被害のモニタリング（出現本数・被食量の推移） 



シカの行動・増減の把握（ＧＰＳ追跡による季節移動経路の把握） 

●ＧＰＳ首輪による個体追跡調査により、
尾瀬・日光間を移動する経路を確認。 
移動経路は行き帰りともほぼ同じ。 
→ ５月頃から１０月頃にかけて尾瀬で過
ごし、１２月頃から４月頃にかけて日光周
辺で越冬する 
●６～１０月に尾瀬内で、１２～２月に移動
経路上に設置した遮断柵周辺で捕獲を実
施。 
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尾瀬 ５～１０月 

日光 １２～４月 捕獲に活用するため     
移動経路上に遮断柵を設置 



尾瀬ヶ原 

 ５・６月の確認個体数は増加傾向
だが、夏以降は増減を繰り返しつ
つも傾向としては横ばい。 

 ５・６月に確認される個体は、尾瀬
を通過しさらに移動する個体である
可能性、夏以降に尾瀬周辺にいる
個体数は増加していない可能性も
指摘されている。 
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尾瀬沼 

• ５・６月については昨年度と比較し
て増加 

• 移動遮断柵で捕獲を開始した平成
１９年度以降、減少傾向 

シカの行動・増減の把握（ライトセンサス調査） 



これまでの実施状況と成果 ② 

②生態系の維持・回復に支障を及ぼすおそれのある動
植物の防除 

 ニホンジカの防除 
・奥鬼怒林道沿い    移動遮断柵（平成20,22年度整備）による              
              移動個体の効率的な捕獲 

・尾瀬内           足くくり罠、囲い罠による捕獲 

・福島県域周辺地域 秋～冬期の銃、くくり罠による捕獲 
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14 

これまでの捕獲実施場所 

（群馬県、福島県、栃木県等による実施場所を含む） 

福島県 

群馬県 

シカ柵 

●季節移動経路 

Ｅ０９－０６（メス、３～５歳） 

●季節移動経路 

Ｅ０９－０５（オス、３～５歳） 

●季節移動経路 
Ｅ０８－０１（メス、３歳） 

捕獲実施場所 

（継続） 

捕獲実施場所 

（平成25年度新規） 

尾瀬ヶ原 

大清水シカ柵 

足尾 

戦場ヶ原 

尾瀬沼 

栃木県 

新潟県 



時期 場所 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 
25年度※ 

12月末現在 

４月下旬 
～５月上旬 

群馬県側 
移動経路上 

－ － － － 0 1 73 

４月下旬 
～５月下旬 

見晴 － － 0 3 0 － － 

６月～１０月 

尾瀬ヶ原 － － － － － － 24 

見晴 － － － － 6 2 8 

尾瀬沼・御池等 － － 11 4 8 7 7 

その他 
尾瀬国立公園内 

－ － － － － 11 24 

１０月～２月 
シカ柵周辺 
移動経路上 

9 26 52 128 16 41 99 

５～１２月 シカ柵周辺 - － 22 20 17 9 7 

１０～１２月 
福島県側 
周辺域 

－ － － － － － 57 

合計 9 26 85 155 47 71 299 

15 

これまでの捕獲数 

（群馬県、福島県、地元町村による捕獲数を含む） 

※平成25年度の捕獲数については速報値 



これまでの実施状況と成果 ③ 

③動植物の生息・生育環境の維持・改善 

 大江湿原における植生保護柵の設置を検討中 

④生態系の維持・回復に必要な普及啓発 

 地域住民や公園利用者に事業への理解と協力を  
得るため、インターネット上で必要性や成果を公表し、  
普及啓発を図った 

⑤前各号に掲げる事業に必要な調査等に関する事業 

 シカを誘導する柵の設置と組み合わせた捕獲等   
より効果的な事業実施に関する検討 
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大江湿原における植生保護柵の設置（林野庁事業） 
 

事業目的 

 森林生態系保護地域の保存地区である大江湿原においてニッコウキスゲをはじめとした
湿原植生の食害がみられ、湿原環境のみならず、観光への悪影響も懸念される。 
 ニホンジカの食害から湿原植生を保護するため、防鹿柵を一定期間設置する。 
 

事業内容 

・大江湿原の周囲約３．５ｋｍを簡易な防鹿柵で囲む。 
・設置箇所は湿原から山側の林内を基本とし、湿原環 
境や景観に配慮。 
※柵内の植生モニタリングの経年調査も実施予定。 
 

実施スケジュール 
 平成２５年度 資材運搬、部分的な試験施工 
 平成２６年度 本施工（予算要求中） 
 
※森林生態系保護地域： 
 日本の森林帯を代表する原生的な天然林やその地域でしか見られ 
ない特徴を持つ希少な天然林を保護する保護林のこと。 
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大江湿原防鹿柵設置箇所  
※ピンクの点線付近に設置 



大江湿原における植生保護柵の設置（林野庁事業） 

１ 植生被害調査 

・職員による被害状況調査 

 

 

シカ道の形成 

立木の皮剥ぎは、尾根筋など一
部のみ。（シカ被害は少なく、ｸﾏ

による被害が多い。） 

ヌマスゲの新芽食害 

角とぎ跡 

ニッコウキスゲの新芽食害（森に近い木
道沿いに被害が多い） 

ニッコウキスゲもミツガシワ同様、
シカに全滅させられる恐れがある。 

ミツガシワはほぼ全滅 

シカの糞 
湿原縁に痕跡多い 
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環境省 
福島県 

群馬県 

シカ柵 

●季節移動経路 

Ｅ０９－０６（メス、３～５歳） 

●季節移動経路 

Ｅ０９－０５（オス、３～５歳） 

●季節移動経路 
Ｅ０８－０１（メス、３歳） 

捕獲実施場所 

（継続） 

捕獲実施場所 

（新規） 

大江湿原の周辺に進
入防止柵を設置 

（平成２６年度予定） 

林野庁 

中禅寺湖 

尾瀬ヶ原 

大清水シカ柵 

足尾 

環境省 

戦場ヶ原 

尾瀬沼 

日光市 

くくり罠 

くくり罠・囲い罠 

巻き狩り・くくり罠 

くくり罠 

巻き狩り 

巻き狩り 

巻き狩り 

平成２５年度 シカ対策実施場所 

関係行政機関等の多様な主体の参画が促進され、
地域全体として取り組む体制が構築された 19 



今後の取組予定 

引き続き、多様な主体が連携して対策を進める必要が
ある 
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生態系維持回復事業の内容 公園区域内 参考：公園周辺 

①生態系の状況の把握及び
監視 

植生被害調査：環境省、林
野庁、群馬県、福島県 
ニホンジカの生息状況調査：
環境省、群馬県 

植生被害調査：林野庁
（国有林野内） 

②生態系の維持・回復に支障
を及ぼすおそれのある動植物
の防除 

捕獲：環境省、群馬県尾瀬
地域生物多様性協議会 
防鹿柵設置：林野庁 
追い払い：南会津尾瀬ニホ
ンジカ対策協議会 

捕獲：群馬県尾瀬地域生
物多様性協議会、南会
津尾瀬ニホンジカ対策協
議会 
 

③動植物の生息・生育環境の
維持・改善 

防鹿柵内の植生回復：林野
庁 

④生態系の維持・回復に必要
な普及啓発 

ＨＰでの情報発信：環境省、
林野庁 

⑤前各号に掲げる事業に必要
な調査等に関する事業 

モニタリング手法・捕獲手法の検討等：環境省、群馬県
尾瀬地域生物多様性協議会、南会津尾瀬ニホンジカ対
策協議会 

引き続き、地域が一体となって対策に取り組む 


